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卵の出荷にともなう作業を行う中で一日の作業のリズムと体
力作りを行う。�

1年近く自宅で何もしない生活を過ごし
ていたため、体力不足が目立つ。�
1日を通して働く体力がつくように農園
作業の中で段階的に作業設定する。�

職場探しの学習を行う中で、職業安
定所障害者就業・生活支援センター
に就職相談を行い、就職の意識を高め
る。�
意思交換という課題の克服のためと、
社会経験を積ませる目的で、堆肥工場
での個別実習を開始。�
体力もつき、挨拶・報告も確立する。�

本人の希望する条件の実習先が職業安定所の紹介
で見つかる。実習先を移り、実践的な訓練（かまぼこの
製造補助、洗浄作業）を行う。同時に職場での人間関
係を築く。�
実習スタート2週間ジョブコーチによる集中指導、その
後徐々に指導時間を短くする。�

遅刻が何度かあり、生
活面を含めての定着指
導を行う。�
就職と同時に障害者
就業・支援センターへ支
援の橋渡しを行う。�

導入訓練期� 応用訓練期� フォローアップ期�実践訓練期� 移行訓練期�

2か月� 5か月� 8か月� 11か月�

●定着支援�●生活支援� ●求人情報の提供�

※前職時に登録済� 月2回の訪問指導�
障害者就業・生活支援センター�

出身地（長崎市）の近くに住
みたい思いが強く、自宅から通
える範囲での職場を希望される。�

作業性が認められ、トライ
アル継続終了後雇用が
認められる。�

●離職をされていたため、8時
間働ける体力がない。�
●引っ込み思案で、自分の気
持ちを他の人に伝えるという
意思交換に問題がある。�

�
精神的気のゆるみから、朝出勤できない、身だしなみが出
来ない等の生活面での乱れが目立ったため、通勤寮に
入寮し並行して生活指導を行う。�

通勤寮（現宿泊型自立訓練）（諫早市）�

課題点� 本人の希望�

グループホーム�
（長崎市）�

製造補助、機械洗浄を担当。�

就職先：蒲鉾製造業�
（長崎市）�

トライアル雇用�

ジョブコーチ�

障害者就業・生活支援センターとの連携�

トライアル・ジョブコーチ支援会議� トライアル・ジョブコーチ支援会議�

・職業安定所�
・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

�・障害者就業・生活支援センター�
・かまぼこ工場担当�

・職業安定所�
・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

・障害者就業・生活支援センター�
・かまぼこ工場担当�

● 本人の課題点�
● 支援のポイント・量�
● 注意事項�

● 支援の評価�
● 課題点�
● 支援のポイント�

就職�
決定�

就職先が倒産し、離職し
たため、再就職を希望し
相談に来られる。就職に
向けた訓練の必要性か
ら利用となられた。�

「
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」
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用�

生活面での一体的支援�
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個人事例

1 性別 男性 年齢 ２４歳
療育手帳 Ｂ２
居住地 長崎市在住
課題 自分の思いを伝える事ができない。

体力がない。

Ｎさん 離職後、通勤寮（現宿泊型自立訓練） と併用し就職された方
通勤寮（現宿泊型自立訓練）入寮による平行した生活指導

生活リズム、身だしなみ等の基本的生活習慣が確立できておらず、通勤寮（現宿泊型自立訓練）に入寮し生活指導

を行ったことが、就労面での安定につながった。

一般就労に必要な体力・精神面の強化

離職して１年近く自宅で何もしていないため一般就労に必要な体力が不足していた。また、自分の意思を伝えると

いうコミュニケーション能力にも欠けており、全体を通して一般就労に必要な体力と精神面での強化が課題となっ

た。

個人事例 １ 個人事例 １２５ ２６



障害者就業・生活支援センター�
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「持続力」という職業意識
が大きな課題。遅刻や欠勤
が多く安定して出勤できない。
一度休むと一週間程度休
んでしまう。�

2か月� 12か月� 19か月� 24か月�

作業性が認められ、トライ
アル終了後、継続雇用が
認められる。�

障害者就業・生活支援センターとの連携�

社会福祉協議会との連携�

・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

・障害者就業・生活支援センター�
・縫製工場担当者�

・障害者職業センター�
・「わーくかんまち」�

・障害者就業・生活支援センター�
・縫製工場担当者�

●
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
に
登
録�

●
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
て
職
業
能
力
判
定�

●
職
業
安
定
所
へ
の
求
職
登
録�

　
　
　
　
県
立
総
合
運
動
公
園
管
理
作
業�

●
グ
ル
ー
プ
実
習（
請
負
作
業
）�

�

　
　
　
　
養
鶏
場
で
の
作
業�

●
個
別
実
習（
施
設
外
支
援
）�

�

　
　
　
　
就
職
を
前
提
と
し
た
縫
製
工
場
で
の
作
業�

●
個
別
実
習（
施
設
外
支
援
）�

�

●
職
場
探
し�

●
職
業
基
礎
習
慣
の
確
立�

●
基
礎
体
力
訓
練�

応用訓練期� 実践訓練期� 移行訓練期� フォローアップ期�

 職場探しの学習を行う中で、
職業安定所や障害者就業・
生活支援センターでの進路
指導を通し、就職の意識を
高める。�

 就職後、収入が増え
たことで金遣いが荒く
なり、休む日が多くなった。
障害者就業・生活支
援センターと連携し、
小遣い帳の記入の練
習等金銭管理を行うこ
とで、継続出勤ができ
る様になった。�
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個人事例

2 性別 女性 年齢 ５０歳
療育手帳 Ｂ２
居住地 諫早市在住
課題 職業意識が低く、遅刻や欠勤が多い。

金銭管理が出来ず所持金を使ってしまう。

社会福祉協議会との連携

お金の管理が難しく、すぐに食事やパチンコに使ってしまう。社会福祉協議会と連携し、地域福祉権利擁護事業を

活用し財産管理をお願いしたことで、生活面も安定することができた。

職業意識（持続力、継続した出勤）の確立を中心に支援

休まず出勤することや、忍耐力等の職業意識が欠けており、簡単な理由での欠勤や遅刻が多かった。きちんと出勤

して一日を通して作業をするという精神面での指導が中心になった。

Ｆさん デイサービス利用から就職を希望 された方

あいさつの練習

個人事例 ２ 個人事例 ２２７ ２８


